
『
墳
列
女
侍
』
に
　
つ
　
い
　
て

は
じ
め
に

王
回
「
列
女
博
序
」
に
よ
れ
ば
、
班
氏
注
『
列
女
侍
』
は
、
篇
毎
に

上
下
に
分
か
ち
、
頚
を
併
せ
て
全
体
が
十
五
巻
で
あ
っ
た
。
し
か
し
篇

毎
に
収
め
る
伝
の
数
は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
頚

の
な
い
も
の
全
部
で
二
十
伝
が
各
篇
に
分
在
し
、
こ
の
内
、
十
二
伝
は

漢
成
帝
以
前
の
人
、
三
伝
は
同
時
の
人
、
五
伝
は
後
の
人
で
あ
っ
た
。

『
崇
文
徳
目
』
に
お
い
て
も
、
『
列
女
侍
』
十
五
巻
を
録
し
、
す
で
に

「
陳
嬰
之
母
」
等
の
十
六
伝
に
注
目
し
、
こ
れ
が
後
人
の
付
す
る
所
だ

と
断
定
し
て
い
る
。
し
か
し
秦
頃
も
指
摘
し
て
い
る
様
に
、
こ
の
十
六

伝
は
上
下
に
分
け
ら
れ
た
各
岩
に
分
散
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
　
（
顧
東

研
『
列
女
侍
致
意
』
は
、
硬
侍
に
は
十
六
と
二
十
の
別
が
有
っ
た
と
い

う
が
、
十
六
伝
を
別
欝
と
し
て
編
成
し
た
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
は
確

六
〇

下

　

見

　

隆

　

雄

認
で
き
な
い
）
。
と
こ
ろ
が
王
回
は
独
白
の
判
定
基
準
を
も
っ
て
原
本

劉
向
『
列
女
将
』
の
編
成
を
考
察
し
た
。
彼
の
い
う
所
は
次
の
如
く
で

あ
る
。
即
ち
煩
を
基
に
考
え
る
と
、
一
篇
十
五
伝
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば

秦
以
前
の
話
で
な
い
か
ら
で
な
く
、
頚
の
無
い
も
の
を
劉
同
の
奏
し
た

書
で
は
な
い
と
判
断
す
べ
き
で
、
こ
れ
を
「
陳
嬰
之
母
」
以
下
の
十
六

伝
の
み
に
限
る
べ
き
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
例
え
ば
「
斉
太
倉
女
」

等
に
は
頚
が
有
る
か
ら
、
こ
れ
は
漢
代
の
人
（
こ
の
他
「
陳
寡
孝
婦
」

も
漠
代
の
話
で
あ
る
し
、
「
珠
崖
二
義
」
　
「
都
陽
友
梯
」
　
「
京
師
範

女
」
等
も
同
様
と
思
わ
れ
る
）
　
で
は
あ
る
が
、
向
の
書
に
本
か
ら
存
し

た
伝
と
見
る
べ
き
で
あ
る
し
、
文
一
方
案
以
前
の
女
性
で
、
他
書
に
は

見
え
て
も
『
列
女
侍
』
に
載
っ
て
い
な
い
も
の
は
多
い
の
だ
か
ら
、

「
周
郊
婦
人
」
等
四
伝
は
秦
以
前
の
話
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
額
が
無
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い
の
だ
か
ら
、
「
陳
嬰
之
母
」
等
と
同
じ
扱
い
を
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
た
王
回
は
、
「
周
郊
婦
人
」
か
ら
「
梁
夫
人
塘
」
ま
で

の
甥
を
持
た
な
い
伝
ば
か
り
二
十
伝
を
摘
出
し
て
時
代
喉
に
並
べ
て
一

篇
と
し
、
こ
れ
を
『
蹟
列
女
侍
』
と
し
た
の
で
あ
る
。
侍
、
『
顔
氏
家

訓
』
善
書
篇
に
は
既
に
、
「
英
子
散
又
作
項
、
終
於
遭
悼
后
、
而
伝
有

更
始
韓
夫
人
、
明
徳
馬
后
及
梁
夫
人
妹
、
皆
由
後
人
肝
最
、
非
本
文

也
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
顔
氏
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
は
三
伝
の

み
で
あ
る
。

次
に
『
硬
列
女
倦
』
の
作
者
に
つ
い
て
、
王
回
は
、
「
其
文
亦
奥
雅

可
喜
、
非
醜
音
譜
史
所
能
作
也
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、
特
定
し
て
い
な

い
。
し
か
し
合
筆
は
、
「
萱
大
家
許
注
離
其
七
篇
為
十
四
、
与
頚
義
凡

十
五
第
而
益
以
陳
嬰
母
及
東
漢
以
来
凡
十
六
事
、
井
向
書
本
然
」
と
述

べ
て
い
る
か
ら
、
王
回
の
指
摘
し
た
四
伝
に
は
未
だ
注
目
し
て
い
な
い

が
、
『
崇
文
親
日
』
が
指
摘
し
た
彼
の
十
六
伝
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

曹
大
家
の
付
け
足
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
郡
斎
議
書

志
』
巻
九
は
『
随
書
』
経
籍
志
に
、
「
項
原
列
女
後
偉
」
と
あ
る
の
に

『
蹟
列
女
停
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

よ
っ
て
、
二
十
伝
は
項
原
の
作
と
見
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
『
四

庫
全
書
親
日
提
要
』
は
、
額
偉
一
巻
に
つ
い
て
曾
撃
は
班
昭
の
作
と
考

え
て
い
る
が
証
拠
は
な
い
。
ま
た
、
『
隋
書
』
に
は
『
列
女
後
倖
十

巻
』
と
あ
る
の
で
あ
り
、
一
巻
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
兎
公
武
が

項
原
の
作
と
す
る
の
も
付
会
で
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
梁
端
は
、

「
陳
群
女
」
に
お
け
る
「
校
注
」
で
、
「
案
曹
大
家
不
見
蹟
偉
」
と
い

っ
て
い
る
か
ら
、
二
十
伝
の
作
者
を
曹
大
家
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と

が
分
か
る
の
で
あ
る
。

以
上
作
者
を
特
定
す
る
有
力
な
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
し
得
な
い

の
で
あ
る
が
、
班
昭
が
作
者
と
し
て
憩
定
さ
れ
る
に
最
も
近
い
と
こ
ろ

に
居
る
こ
と
は
分
か
る
の
で
あ
る
。
又
、
今
ま
で
の
諸
家
の
指
摘
す
る

様
に
こ
れ
ら
が
劉
向
の
手
に
成
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
略
確
か
で
あ

る
。
各
伝
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
こ
れ
が
明
確
で
あ
る
。
そ
こ
で

以
下
各
伝
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
こ
の
こ
と
を
検
証
し
、
更
に
各
伝

の
特
質
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

m
周
郊
婦
人

六
一
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『
綬
列
女
樽
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

標
題
「
周
郊
婦
人
」
の
下
に
、
「
仁
智
」
の
二
字
が
有
る
こ
と
に
つ

い
て
、
梁
注
は
、
こ
の
二
字
は
明
の
張
樽
に
よ
る
瑚
栗
本
に
従
っ
て
増

し
た
も
の
と
す
る
。
道
光
五
年
、
采
建
安
余
氏
の
刊
本
を
重
刻
し
た
阪

福
の
「
新
編
古
列
女
偉
目
録
」
の
第
八
巻
「
額
列
女
偉
」
の
部
分
で
、

「
周
郊
婦
人
」
の
下
に
は
、
「
梗
仁
智
第
十
二
」
と
あ
る
。
「
十
二
」

は
、
「
仁
智
」
に
収
め
ら
れ
て
い
た
時
の
噸
番
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ

’
つ
0

0
典
拠
と
の
関
係

こ
の
周
郊
婦
人
の
資
料
は
、
恐
ら
く
『
左
債
』
よ
り
得
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
。
話
の
背
景
は
周
敬
王
の
時
の
王
子
朝
の
乱
で
あ
る
。

『
史
記
』
周
本
紀
に
は
、
「
（
景
王
）
二
十
年
、
景
王
愛
子
朝
、
欲

立
之
、
会
崩
、
子
弓
之
党
与
争
立
、
国
人
立
長
子
猛
為
王
、
子
朝
攻
殺

猛
、
猛
為
悼
王
、
音
大
政
子
朝
而
立
巧
、
是
為
敬
王
、
敬
王
元
年
、
吾
人

入
敬
王
、
子
朝
自
立
、
敬
王
不
待
人
、
唐
澤
、
四
年
、
苦
率
諸
侯
入
敬

王
子
周
、
子
朝
為
臣
云
々
」
と
見
え
、
子
朝
の
乱
の
概
略
が
う
か
が
え

る
。
侍
、
景
王
二
十
年
は
雪
史
記
脅
注
考
竃
』
で
は
「
二
十
五
年
」
に

至

作
り
、
「
今
従
古
抄
本
、
年
表
及
左
倖
合
」
と
考
証
し
て
い
る
。
王
子

朝
が
景
王
に
籠
せ
ら
れ
乱
を
起
こ
す
こ
と
は
『
左
偉
』
昭
公
二
二
年
に

見
え
、
こ
れ
は
景
王
二
五
年
に
相
当
す
る
か
ら
、
二
五
年
と
す
る
方
が

妥
当
か
と
患
わ
れ
る
。
『
左
倦
』
昭
公
二
二
年
に
は
、

王
子
朝
贅
起
有
籠
於
景
王
、
王
与
賓
猛
説
之
、
欲
立
之
、
…
・
‥
（
伯
分
豊

憩
室
孟
之
為
大
協
、
願
殺
之
、
文
恵
王
子
朝
之
言
以
為
乱
、
原
去
之
、

…
…
王
子
朝
困
旧
官
百
工
之
喪
職
秩
者
与
畳
景
之
族
以
作
乱
、
：
：
：
以

逐
劉
子
、
‥
・
（
十
一
月
）
己
丑
敬
王
即
位
、

と
あ
る
。
昭
公
二
三
年
に
は
、

六
月
壬
午
、
王
子
朝
大
子
努
氏
、
契
末
、
努
国
誘
劉
佗
殺
之
、
…
…
甲

午
、
王
子
朝
大
子
王
城
、
次
子
左
巻
と
あ
る
。
『
春
秋
』
昭
公
二
三
年

に
は
、
「
努
氏
立
王
子
朝
」
と
見
え
る
。
『
左
偉
』
昭
公
二
四
年
に
、

「
三
月
庚
戌
、
肯
侯
使
士
景
伯
波
間
周
故
、
士
伯
立
干
乾
祭
、
而
閏
於
介

衆
、
音
大
乃
辞
王
子
朝
、
不
純
其
使
」
と
あ
り
、
昭
公
二
六
年
に
は
、

『
春
秋
』
で
は
、
「
冬
十
月
・
天
王
大
子
成
周
、
努
氏
召
伯
毛
伯
以
王

子
朝
奔
楚
」
と
あ
り
、
『
左
偉
l
』
に
は
、
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十
一
月
辛
酉
、
菅
師
克
茸
、
召
伯
盈
逐
王
子
朝
、
王
子
朝
及
召
氏
之
族

毛
伯
得
努
氏
固
南
宮
l
結
、
車
用
之
典
籍
以
奔
党
、
…
…
召
伯
逆
王
子

戸
、
…
…
契
酉
、
王
大
子
成
周
、

と
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
周
郊
婦
人
」
の
原
文
で
は
、
「
夢
固
与
召
伯
盈
原
伯
魯

付
於
子
朝
」
と
あ
り
、
召
伯
盈
が
王
子
朝
を
逐
っ
た
と
い
う
こ
の
『
左

借
』
の
記
載
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に

言
え
ば
、
「
周
郊
婦
人
」
で
は
、
『
左
俸
』
昭
公
二
九
年
に
召
伯
盈
・

軍
国
・
原
伯
魯
の
子
を
殺
し
た
こ
と
が
載
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ

に
単
に
「
努
固
与
召
伯
盈
原
伯
魯
付
於
子
朝
」
と
記
し
た
に
す
ぎ
な
い

と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
『
左
侍
』
で
は
「
原
伯
魯
之
子
」
と

あ
る
の
に
こ
こ
で
は
「
原
伯
魯
」
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
深

い
考
え
が
有
っ
て
こ
う
し
た
と
も
思
え
な
い
。
『
左
侍
』
に
よ
れ
ば
王

子
朝
に
味
方
し
た
の
は
、
二
九
年
で
殺
さ
れ
た
三
人
だ
け
と
は
限
定
で

き
な
い
し
、
『
春
秋
』
経
文
と
比
べ
て
も
、
召
伯
盈
の
動
き
が
今
一
つ

明
確
に
で
き
な
い
。
即
ち
昭
公
二
六
年
の
『
春
秋
』
経
文
は
、
王
子
朝

『
培
列
女
樽
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

と
聾
に
奔
っ
た
者
を
「
召
伯
」
と
し
て
い
る
が
、
『
左
侍
』
で
は
、

「
召
伯
盈
」
が
王
子
朝
を
遂
い
、
共
に
奔
っ
た
の
は
「
召
氏
之
族
」
と

し
て
い
る
。
こ
の
個
所
は
古
く
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
杜
注
は
、

王
子
朝
を
放
逐
し
た
召
伯
盈
が
一
緒
に
変
に
奔
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
と
考
慮
し
て
か
、
経
文
の
「
召
伯
」
に
つ
い
て
は
、
「
召
氏
」
と
あ

る
べ
き
を
誤
っ
た
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
叉
、
「
召
伯
盈
逐
王
子

朝
」
に
対
し
て
は
、
伯
盈
は
も
と
子
朝
に
党
し
た
が
、
立
場
の
不
利
を

知
っ
て
こ
れ
を
逐
い
、
敬
王
を
迎
え
た
と
説
明
し
て
い
る
。
『
左
倦
』

昭
公
二
四
年
に
は
、
「
正
月
辛
丑
、
召
簡
公
甫
富
農
以
甘
桓
公
見
干
王

子
朝
」
と
あ
り
、
杜
注
は
、
「
簡
公
、
・
…
・
召
伯
盈
也
」
と
す
る
か

ら
、
こ
の
様
に
見
る
限
り
、
召
伯
盈
を
杜
注
の
如
く
了
解
す
る
こ
と
に

も
一
理
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
経
文
の
「
召
伯
」
を
「
召
氏
」
の
誤

り
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
や
や
問
題
が
残
さ
れ
る
。
『
公
羊
侍
』
・

『
穀
典
侍
』
に
お
い
て
も
、
経
文
は
や
は
り
「
召
伯
」
の
ま
ま
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
『
左
民
会
箋
』
は
経
文
「
召
伯
」
は
誤
っ
て
い
な
い

と
の
立
場
で
、
召
伯
盈
の
み
は
飯
き
、
実
際
に
は
そ
の
一
族
が
王
子
朝

歪
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『
綬
列
女
博
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

と
行
動
を
共
に
し
た
の
だ
が
、
王
子
朝
は
そ
の
党
を
多
く
し
た
い
た

め
、
別
に
命
じ
て
、
そ
の
人
に
代
る
者
を
立
て
、
召
伯
と
し
て
告
げ
た

の
で
あ
り
、
こ
れ
が
経
に
表
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
解
し
て
い
る
。
『
左

侍
』
に
見
え
る
召
伯
盈
の
行
動
を
了
解
す
る
た
め
に
は
、
『
左
民
会

箋
』
の
指
摘
は
一
応
納
得
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
し
「
周
郊
婦

人
」
に
お
い
て
は
以
上
の
如
き
問
題
点
へ
の
配
慮
は
全
く
見
ら
れ
な

い
。
先
に
示
し
た
「
努
固
与
召
伯
盈
原
伯
魯
付
於
子
朝
」
の
記
述
に
も

深
い
考
察
も
加
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
楚
に
奔
っ
た
個
所
に
し
て
も
、

「
夢
固
与
子
朝
奉
周
之
典
籍
出
奔
楚
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
『
左

侍
』
に
資
料
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
選
び
と
り
方
に
も
さ
し
た
る

深
い
見
識
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
下
文
に
指
摘
す
る
様
に
、

「
周
郊
婦
人
」
が
劉
向
の
手
に
成
る
も
の
で
な
い
理
由
の
一
つ
に
、
こ

の
部
分
に
お
け
る
安
易
な
資
料
処
理
が
加
え
ら
れ
て
も
良
さ
そ
う
で
あ

る
。さ

て
こ
の
話
の
主
人
公
の
登
場
す
る
部
分
は
、
『
左
侍
』
昭
公
二
九

年
に
見
え
る
。
即
ち
、

六
四

三
月
己
卯
、
京
師
殺
召
伯
盈
夢
氏
固
及
原
伯
魯
之
子
、
努
固
之
復

也
、
有
婦
人
遇
之
周
郊
、
尤
之
、
目
処
則
勧
人
為
禍
、
行
則
数
日
而

反
、
是
夫
也
其
過
三
歳
平
、

と
あ
る
。
「
周
郊
婦
人
」
に
お
け
る
婦
人
の
言
を
そ
の
ま
ま
こ
こ
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
『
左
傾
』
で
は
「
是
夫
也
其
過
三
歳
乎
」

と
あ
る
が
、
「
周
郊
婦
人
」
に
は
「
夫
也
」
二
字
が
見
え
な
い
、
欠
落

し
た
の
か
故
意
に
削
除
し
た
の
か
判
定
し
か
ね
る
が
、
前
に
「
春
秋
魯

昭
二
年
六
月
」
と
あ
っ
て
、
顧
廣
折
や
王
・
梁
注
に
指
摘
す
る
如
く
、

こ
れ
は
恐
ら
く
「
春
秋
魯
昭
二
十
六
年
」
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

こ
の
様
な
誤
り
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
夫
也
」
二
字
は

欠
落
し
た
と
見
る
の
が
正
し
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
誰

も
指
摘
し
て
は
い
な
い
。

○
伝
の
特
徴

以
上
、
「
周
郊
婦
人
」
は
『
左
侮
』
を
基
本
資
料
と
す
る
と
見
て
良
か
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
伝
の
特
徴
は
、
劉
向
『
列
女
侍
』
と
や
や
質
を
異
に
し
て

い
ろ
。
即
ち
こ
の
話
は
、
主
人
公
の
存
在
よ
り
も
、
単
に
歴
史
事
実
の
推
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移
や
事
件
の
顛
末
の
み
が
目
立
ち
、
全
体
と
し
て
、
肝
心
の
主
人
公
の

女
徳
を
称
賛
す
る
迫
力
に
欠
け
て
い
る
。
本
来
、
『
列
女
偉
』
の
各
伝

に
お
い
て
、
典
拠
を
明
確
に
で
き
る
伝
の
場
合
、
作
者
は
、
原
典
の
資

料
を
独
白
の
判
断
で
選
び
と
り
、
独
特
の
ま
と
ま
り
を
工
夫
し
て
女
性

主
人
公
を
紹
介
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
の
「
周
郊
婦
人
」
の
紹

介
の
仕
方
は
、
単
に
資
料
を
切
り
取
っ
て
辻
複
を
合
せ
た
感
が
強
く
、

原
典
の
資
料
に
対
す
る
独
自
の
姿
勢
を
と
り
得
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
具
体
的
に
言
う
な
ら
、
こ
の
伝
は
、
『
左
偉
』
昭
公
二
九
年
に
見

え
る
周
郊
で
の
一
婦
人
の
話
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
み
、
こ
の
婦
人
の
言

を
殊
更
に
強
調
せ
ん
が
た
め
に
、
王
子
朝
の
乱
の
経
過
を
結
び
付
け
て

語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
他
に
こ
の
婦
人
を
紹
介
す
る

に
何
の
特
別
の
工
夫
も
な
し
得
て
い
な
い
様
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

又
、
こ
の
他
文
中
に
「
春
秋
魯
昭
二
年
六
月
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
本
来

「
春
秋
魯
昭
公
二
十
六
年
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
指
摘

し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
記
述
形
式
は
劉
向
『
列
女
偉
』
に

お
い
て
は
異
質
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
見
て
、
こ
の
一
伝
が
劉
向
の

『
蹟
列
女
停
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

手
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
薄
い
こ
と
が
分
か

る
。
王
回
は
領
が
無
い
こ
と
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
を
劉
向
以
後
の
成

立
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
判
断
は
、
単
に
形
式
的
な
特
徴
を
手
が
か

り
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
以
上
の
様
な
伝
の
内
容
の
特
徴
か
ら

判
断
し
て
も
誤
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

「
君
子
詞
、
・
：
：
知
天
道
之
不
祐
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ

は
こ
の
一
伝
を
「
仁
智
」
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
ま
と
め

と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
仁
智
」
　
の
小
序
に
、
「
原
度
天
道
」
と

あ
る
し
、
「
楚
武
部
費
」
・
「
晋
伯
宗
要
」
も
、
「
知
天
道
」
と
称
え

て
い
る
こ
と
を
配
慮
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
、
こ

の
　
「
仁
智
」
に
登
場
す
る
女
性
主
人
公
運
は
な
べ
て
将
来
を
洞
察
す
る

直
感
の
鋭
さ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
即

ち
、
「
密
庚
公
母
」
に
は
、
「
識
微
」
、
「
許
穆
夫
人
」
・
「
曹
倍
氏

妻
」
に
は
、
「
達
識
」
、
「
魯
戒
孫
母
」
に
は
、
「
識
微
見
通
」
と
あ

り
、
「
魯
漆
童
女
」
に
は
そ
の
患
い
の
遠
き
が
顕
賞
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

至
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『
綾
列
女
停
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

こ
れ
に
関
連
し
て
、
こ
の
婦
人
を
「
知
天
道
」
と
許
し
た
こ
と
に
つ

い
て
考
え
て
お
く
。
こ
の
ヒ
ン
ト
は
あ
る
い
は
『
左
侍
』
の
次
の
部
分

か
ら
得
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
左
侍
』
昭
公
二
三

年
に
、八

月
丁
酉
、
南
富
極
震
、
貰
弘
謂
劉
文
公
日
、
君
其
勉
之
、
先
君
之

力
可
済
也
、
周
之
亡
也
、
其
三
川
震
、
今
西
王
之
大
臣
亦
是
、
天
弄

之
臭
、
東
王
必
大
克

と
あ
る
。
子
朝
の
臣
で
あ
る
甫
嘗
極
が
地
震
で
死
ん
だ
こ
と
に
つ
い

て
、
巽
弘
が
過
去
の
事
例
に
照
し
て
未
来
を
予
知
し
、
子
朝
が
天
に
弄

て
ら
れ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
こ
の
話
は
「
周
郊
婦
人
」
と
直
接
関

連
を
持
っ
て
は
い
な
い
が
、
子
朝
の
党
の
反
乱
と
そ
の
敗
北
を
示
唆
す

る
話
と
し
て
の
共
通
性
を
有
し
て
い
る
。
だ
か
ら
周
郊
婦
人
の
批
判
言

を
こ
の
場
合
の
茎
弘
の
予
言
と
固
執
の
性
格
を
有
す
る
と
見
る
な
ら
、

か
の
婦
人
の
言
を
天
道
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
必
ず
し
も
す
じ
違
い
で

は
な
い
わ
け
で
、
「
君
子
謂
、
周
郊
婦
人
、
…
…
知
天
道
之
不
祐
云

々
」
は
、
こ
の
貰
弘
の
言
か
ら
得
ら
れ
た
ヒ
ン
ト
で
あ
る
と
見
る
こ
と

六
六

も
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
他
に
昭
公
二
四
年
に
は
、
王
子
朝
が
成

周
の
宝
珪
を
河
に
沈
め
て
福
を
祈
っ
た
が
、
津
人
が
こ
れ
を
河
で
拾
っ

た
。
陰
不
慮
が
こ
れ
を
取
り
あ
げ
て
売
ろ
う
と
し
た
ら
石
で
あ
っ
た
と

い
う
話
が
見
え
る
。
『
左
偉
』
の
こ
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
後
「
王
定

而
献
之
」
と
あ
る
か
ら
、
玉
が
石
に
変
じ
た
の
は
津
人
が
一
時
的
に
こ

れ
を
す
り
替
え
た
た
め
だ
と
い
う
無
用
の
た
ね
明
か
し
も
で
き
そ
う
だ

が
、
福
を
祈
っ
て
河
に
沈
め
た
理
が
す
ぐ
淳
人
の
手
に
入
る
と
い
う
の

は
、
王
子
朝
の
祈
り
が
神
に
通
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
ら
、
こ
の
話
全
体
は
や
は
り
王
子
朝
の
野
望
が
神
助
を
得
ら
れ

な
い
こ
と
を
予
告
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

こ
の
話
も
、
昭
公
二
三
年
の
　
「
天
弄
之
」
に
類
似
し
て
、
周
郊
婦
人
の

言
を
「
知
天
道
」
に
結
び
付
け
る
う
え
で
の
、
間
接
的
影
響
を
与
え
て
い

る
と
見
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
因
み
に
『
漢
書
』
五
行
志
中
上
で
は
、

こ
の
珪
に
神
秘
的
な
力
が
加
わ
っ
て
石
に
変
じ
た
の
だ
と
解
し
、
「
是

時
王
子
朝
纂
天
子
位
、
万
民
不
郷
、
号
令
不
従
、
故
有
玉
変
」
と
し
て

い
る
。
以
上
の
如
き
影
馨
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
周
郊
婦
人
」
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の
作
者
は
、
こ
の
婦
人
が
神
秘
的
な
遠
識
の
能
力
を
持
つ
か
の
如
く
擁

示
す
る
気
持
に
動
か
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
読
者
が
納
得
す
る
様
な
か

た
ち
で
語
る
と
こ
ろ
ま
で
の
話
づ
く
り
へ
の
集
中
力
に
は
欠
け
て
い

る
。
だ
か
ら
「
天
道
云
々
」
と
こ
の
婦
人
の
個
性
と
は
緊
密
に
結
ば
れ
て

い
る
と
は
受
け
取
れ
な
い
。
作
者
に
お
け
る
周
到
な
配
慮
が
、
こ
の
部

分
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
ず
、
婦
人
を
て
い
ね
い
に
語
る
劉
向
『
列
女

俸
』
の
各
伝
と
は
、
や
は
り
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

似
陳
国
粋
女

鹿
題
の
下
に
、
「
輝
通
」
と
し
、
帝
注
は
梁
注
本
に
は
「
園
」
字
が

無
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
劉
向
『
列
女
債
』
に
は
、
擦
題
に
「
固
」
字

を
付
す
る
も
の
は
な
い
。
「
四
部
叢
刊
」
本
や
「
崇
文
書
局
」
本
等
に

も
こ
の
字
は
無
い
が
、
「
文
選
樟
叢
書
」
本
（
南
宋
余
氏
刊
本
）
に

は
、
こ
の
字
を
入
れ
て
い
る
。
王
回
や
曾
翠
の
序
に
よ
れ
ば
、
「
障
壁

母
云
々
」
と
あ
り
、
今
こ
れ
を
、
模
題
と
し
て
「
陳
嬰
之
母
」
と
表
記

す
る
も
の
が
有
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
陳
固
辞
女
」
も
、
王
回
ら
の

『
繚
列
女
樽
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

頃
に
は
や
は
り
「
陳
粁
女
」
の
如
く
三
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。
そ
し
て
こ
れ
に
「
国
」
字
を
加
え
て
『
列
女
侍
』
各
標
題

四
文
字
形
式
に
合
せ
た
の
は
、
甫
宋
茶
磯
刻
本
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

「
目
録
」
に
わ
い
て
、
標
題
の
下
に
「
積
群
通
算
七
」
と
あ
る
。
そ

う
す
る
と
も
と
劉
向
『
列
女
偉
』
に
お
い
て
、
「
阿
谷
虞
女
」
の
次
、

「
遭
津
女
婿
」
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
「
陳
固

耕
女
」
も
恐
ら
く
劉
向
の
手
に
成
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
従
来
の
推

定
に
誤
り
は
な
い
と
思
う
が
、
本
来
の
『
列
女
偉
』
の
一
篇
と
し
て
見

得
る
る
と
思
わ
れ
る
様
な
特
徴
も
具
え
て
は
い
る
。
即
ち
先
ず
、
こ
の

話
の
時
代
設
定
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
が
「
群
通
」
の
第
七
に
置
か

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
特
別
の
不
都
合
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
又
、
話

の
性
格
か
ら
考
え
て
み
る
に
、
後
述
に
お
い
て
詳
細
に
す
る
が
、
内
容

は
男
性
の
不
当
な
誘
惑
に
対
す
る
女
性
の
拒
絶
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に

立
っ
て
こ
の
前
に
列
す
る
二
伝
「
楚
野
渾
女
」
・
「
阿
谷
魔
女
」
を
見

る
と
、
い
ず
れ
も
男
性
の
語
り
か
け
に
対
し
て
、
女
性
主
人
公
が
、
夫

六
七
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『
蹟
列
女
侍
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

の
有
る
身
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
が
類
似
の
テ
ー

マ
を
持
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
「
陳
固
辞

女
」
が
こ
の
二
伝
の
後
に
置
か
れ
る
こ
と
は
、
内
容
の
点
か
ら
し
て
も

特
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
は
云
え
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
も

と
劉
向
『
列
女
偉
』
に
は
同
性
格
の
伝
が
三
達
す
る
場
合
は
多
い
の
で

あ
る
。以

上
の
様
な
見
方
が
で
き
る
に
し
て
も
、
こ
の
伝
を
内
容
形
式
の
面

か
ら
更
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
と
、
や
は
り
劉
向
の
手
に
成
っ
た
と

は
考
え
難
い
要
素
も
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
第
一
は
、
標
題
が
本
来

「
陳
塀
女
」
の
三
文
字
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
定
で
き
る
こ
と
に
あ
る

が
、
も
し
こ
れ
が
思
い
す
ご
し
で
、
や
は
り
本
来
四
文
字
で
あ
っ
た
と

想
像
す
る
に
し
て
も
、
「
耕
女
」
は
既
に
「
楚
野
耕
女
」
に
使
用
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
劉
向
の
手
に
成
る
と
考
え
た
場
合
、
こ
の
榎
題
に

は
劉
向
ら
し
い
工
夫
が
欠
け
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
内
容
面
か

ら
し
て
も
、
女
性
主
人
公
の
紹
介
の
仕
方
は
「
辟
通
」
中
の
他
伝
の
も

の
に
比
し
て
や
や
異
な
る
様
に
思
え
る
。
こ
の
岩
に
登
場
す
る
女
性
主

六
八

人
公
は
、
い
ず
れ
も
男
性
に
劣
ら
ぬ
論
弁
を
展
開
し
、
己
に
対
す
る
不

当
な
処
置
を
免
れ
た
り
、
政
治
権
力
者
に
覚
醒
を
う
な
が
す
も
の
で
あ

る
。
こ
の
「
陳
辟
女
」
も
概
略
こ
れ
に
類
す
る
点
は
認
め
ら
れ
る
が
、

尚
そ
の
主
張
は
女
性
の
貞
境
に
気
を
配
り
過
ぎ
の
感
が
あ
り
、
そ
れ
は

「
君
子
謂
」
の
、
「
貞
正
而
有
辞
、
柔
順
而
有
守
」
な
る
評
一
言
に
お
い

て
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
頼
通
」
に
は
、
女
性

に
も
似
ず
正
辞
を
連
ね
る
主
人
公
が
紹
介
さ
れ
る
の
が
一
大
特
色
な
の

に
、
こ
の
伝
の
主
人
公
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
女
性
ら
し
さ
を
気
に
し
た

作
者
の
紹
介
の
仕
方
が
顕
著
で
あ
る
様
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
以
上
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
「
頼
通
」
に
は
、
歌
に
よ
っ

て
主
人
公
が
己
の
主
張
を
な
す
伝
は
無
い
。
そ
れ
と
劉
向
『
列
女
橿
』

の
各
伝
と
も
決
定
的
な
異
質
性
を
暴
露
し
て
い
る
の
は
、
詩
歌
の
用
い

方
に
あ
る
。
即
ち
『
列
女
債
』
で
は
、
主
人
公
が
己
の
気
持
を
詩
歌
に

託
す
る
場
合
、
そ
れ
は
主
人
公
が
作
っ
た
と
設
定
さ
れ
る
か
ら
、
詩
句

そ
の
も
の
が
物
語
的
要
素
を
抱
き
、
「
作
詩
」
又
は
「
作
歌
」
と
さ
れ

る
の
に
、
こ
の
「
陳
頼
女
」
で
は
単
に
「
歌
口
」
で
そ
の
歌
が
詔
介
さ
れ
る
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の
で
あ
る
。
こ
の
女
性
は
単
に
古
く
か
ら
有
る
歌
を
用
い
て
己
の
主
張

を
暗
示
的
に
相
手
に
伝
え
る
の
で
あ
る
。
歌
は
主
人
公
の
作
で
も
な
い

し
、
そ
の
上
詩
句
は
『
詩
経
』
か
ら
も
完
全
に
分
離
さ
れ
て
悪
意
的
に

利
用
さ
れ
、
詩
説
ら
し
い
雰
囲
気
も
払
拭
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
様
な
例
は
『
列
女
偉
』
中
に
お
い
て
は
特
異
で
あ
る
。
主

人
公
は
借
り
物
の
歌
に
託
し
て
己
の
意
志
を
表
明
し
、
直
接
会
話
で
生

ず
る
拒
絶
の
衝
撃
を
柔
ら
げ
る
配
慮
を
す
る
か
ら
、
「
柔
噸
而
有
守
」

と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
女
性
の
排
通
を
こ
の
様
な
か

た
ち
で
紹
介
す
る
の
は
、
先
述
の
如
く
「
頼
通
」
に
お
い
て
は
見
ぬ
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
内
容
の
類
似
は
有
っ
　
て
も
、
「
埜
野
頼

女
」
・
「
阿
谷
魔
女
」
と
も
適
合
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

○
典
拠
に
つ
い
て

『
変
節
』
天
間
の
「
繁
鳥
翠
麻
負
子
嘩
情
」
に
対
す
る
王
逸
注
に
、

こ
こ
の
話
に
似
通
っ
た
も
の
を
紹
介
す
る
。
即
ち
、

解
居
父
胞
呉
、
過
陳
之
墓
門
、
見
婦
人
負
其
子
、
欲
与
之
浮
沈
車
其

情
欲
、
婦
人
則
引
詩
利
之
日
、
墓
門
有
蹄
、
有
鶉
琴
止
、
散
田
、
繁

『
額
列
女
俸
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

鳥
翠
麻
也
、
言
墓
門
有
線
、
碓
無
人
繰
上
、
猶
有
線
、
汝
独
不
鴨

也
、

と
あ
る
。
こ
の
「
陳
耕
女
」
と
話
は
同
源
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
解
居
父
は
宋
に
促
し
て
採
乗
女
を
か
ら
か
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

歌
の
用
い
万
も
や
や
異
な
る
。
こ
の
話
に
は
典
拠
と
な
っ
た
も
の
が
存

在
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
古
楽
府
で
有
名
な

「
階
上
桑
」
も
、
桑
を
採
む
羅
敦
に
使
君
が
さ
そ
い
か
け
る
が
、
体
よ

く
断
わ
ら
れ
る
。
「
節
義
」
の
「
魯
秋
潔
婦
」
も
、
外
国
に
居
た
秋
胡

子
が
久
し
ぶ
り
に
帰
国
し
て
、
道
端
の
採
桑
女
を
誘
惑
し
ょ
う
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
永
い
間
離
れ
て
い
た
己
の
妻
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
話
に

は
類
似
し
た
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
具
体
的
関
連
に
つ
い

て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
「
陳
丼
女
」
は
、
か
の
王
逸
の
紹
介
し
た
も
の
よ
り
も
、
脚
色

の
度
が
深
く
、
や
や
異
質
の
様
に
思
わ
れ
る
。
採
桑
の
女
は
『
楚
辞
』

注
の
話
に
は
関
係
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
伝
で
初
め
て
作

り
あ
げ
た
設
定
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
作
者
独
白
の
発
想
と
い

充
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『
蹟
列
女
侍
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

ぅ
よ
り
も
、
ヒ
ン
ト
を
得
る
資
料
は
存
在
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

又
、
『
詩
経
』
の
「
墓
門
」
の
詩
句
の
用
い
方
に
つ
い
て
も
、
前
述
の

如
く
原
詩
か
ら
分
離
し
て
お
り
、
こ
れ
は
作
者
の
独
自
の
解
釈
に
よ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
王
注
は
、
「
蓋
皆
魯
詩
之
説
」
と
い
う
が
、
劉
向

『
列
女
侍
』
の
場
合
の
『
詩
』
の
用
い
方
と
の
異
な
り
に
も
気
付
か
ぬ

安
易
な
判
断
で
あ
り
、
こ
れ
が
魯
詩
説
な
ど
と
関
連
が
無
い
こ
と
は
既

①

に
『
列
女
倦
』
の
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
尚
、
こ

の
伝
の
詩
句
を
『
楚
辞
』
注
引
の
資
料
と
関
連
付
け
て
解
釈
し
ょ
う
と

す
る
傾
向
が
目
立
つ
が
、
あ
ま
り
有
意
義
な
試
み
と
は
患
え
な
い
。
こ

の
話
に
お
け
る
詩
句
の
独
白
な
用
い
方
を
考
え
る
と
き
、
『
賛
辞
』
注

引
の
資
料
は
か
み
合
う
と
こ
ろ
が
殆
ど
無
い
様
に
思
わ
れ
る
。
以
下
こ

れ
ら
の
評
論
を
か
ね
て
、
解
釈
上
の
問
題
点
を
揚
げ
て
み
る
。

○
詩
句
解
釈
上
の
問
題
点

先
ず
「
遇
採
桑
之
女
、
止
而
戯
之
日
、
女
為
我
歌
、
我
将
舎
汝
」
に

つ
い
て
、

「
舎
」
は
、
梁
注
は
『
御
党
』
九
五
五
引
『
列
女
侍
』
の
「
吾
将
捨

七
〇

女
」
の
注
に
、
「
捨
置
、
不
留
女
也
」
と
あ
る
の
を
紹
介
し
て
、
曹
大

家
は
増
俸
を
見
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
こ
れ
は
だ
れ
の
注
せ
し
も
の

か
分
か
ら
ぬ
と
し
て
い
る
。
曹
大
家
云
々
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
こ
の

注
に
従
え
ば
、
解
居
甫
は
、
歌
を
う
た
っ
て
く
れ
た
ら
ゆ
る
し
て
や
る

と
言
っ
た
こ
と
に
な
る
　
（
『
類
賛
』
八
八
で
は
「
舎
汝
」
と
あ
り
、
注

は
無
い
）
。
し
か
し
そ
れ
で
は
こ
の
陳
対
女
は
言
い
寄
ら
れ
た
こ
と
に

な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
話
の
終
末
部
分
に
は
、
「
大
夫

乃
服
而
釈
之
」
と
あ
り
、
耕
女
が
己
の
才
覚
で
や
っ
と
危
機
を
脱
し
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
「
舎
」
を
ゆ
る
す
の
意
に
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
終
末
の
こ
の
句
は
生
彩
を
失
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い

か
。
以
上
の
意
味
に
お
い
て
も
、
「
舎
汝
」
は
、
お
ま
え
の
と
こ
ろ
に

◎

や
ど
る
、
又
は
止
息
し
て
や
る
の
意
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
『
楚

辞
』
注
で
も
、
「
欲
与
之
淫
決
、
婦
人
引
詩
利
之
日
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
し
て
も
、
こ
の
様
に
解
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
高
い
と
言
え
る
。

『
御
覚
』
の
注
が
何
に
も
と
づ
く
も
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
部
分

の
読
み
と
し
て
適
当
な
注
と
は
思
え
な
い
。
尚
、
『
観
覧
』
引
に
付
す

4
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る
注
に
つ
い
て
、
「
晋
大
夫
解
居
甫
使
於
宋
」
の
注
に
「
解
居
甫
来
大

夫
」
と
あ
る
が
、
そ
の
わ
け
は
解
し
か
ね
る
。

「
墓
門
有
姉
、
斧
以
斯
之
」
は
、
『
詩
経
』
の
詩
句
を
用
い
て
、
言

い
寄
ろ
う
と
す
る
解
居
父
の
所
業
を
比
喩
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
「
墓
門
有
蹄
」
が
痔
女
の
立
場
を
象
徴
し
、
「
斧
以
斯
之
」
は
解

居
甫
の
為
さ
ん
と
す
る
こ
と
を
比
喩
し
よ
う
と
し
た
表
現
と
把
握
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

「
墓
門
有
梅
、
梅
有
鴇
翠
止
」
に
つ
い
て
、
王
注
は
、
『
楚
許
』
注

引
に
は
、
「
墓
門
有
麻
、
有
鴻
翠
止
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
こ

の
伝
も
魯
詩
説
に
依
る
も
の
と
の
立
場
か
ら
、
こ
の
伝
の
「
有
梅
」
は

本
来
「
有
麻
」
に
作
っ
て
い
た
も
の
だ
が
、
俗
本
が
『
毛
詩
』
に
よ
っ

て
妄
改
し
た
も
の
で
あ
る
、
「
麻
上
猶
有
鴇
」
　
（
『
楚
辞
』
注
）
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
、
「
梅
」
は
古
本
で
は
「
麻
」
に
作
っ
て
い
た
こ
と
が

知
れ
る
と
い
う
。
梁
注
も
略
同
じ
指
摘
を
し
、
王
應
隣
『
辞
致
』
に

は
、
「
楳
」
に
作
る
、
誤
れ
る
こ
と
久
し
い
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
ら

は
実
体
の
確
認
で
き
な
い
、
い
わ
ば
形
式
的
な
学
説
と
し
て
の
三
家
詩

『
綾
列
女
樽
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

諭
義
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
主
体
的
な
研
究
姿
勢
を
崩
し
た
結
果
に
外
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
楚
辞
』
注
引
の
詩
の
用
い
方
と
こ
の
伝
の
そ
れ

と
は
全
面
的
に
同
質
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
上
か
の
詩
句
は
二
章
に
捗

っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
明
確
に
は
で
き
な
い
。
こ
の
伝
の

作
者
は
、
設
定
も
や
や
変
じ
た
し
、
か
の
詩
句
の
用
い
方
と
は
異
な
っ

て
、
こ
こ
で
は
独
自
に
『
詩
経
』
基
門
の
詩
句
を
用
い
て
話
を
仕
立
て

あ
げ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
「
汝
独
不
悌
也
」
（
『
変
節
』
注

引
）
の
表
現
も
用
い
て
い
な
い
し
、
大
夫
へ
の
決
定
的
な
言
辞
は
「
陳
小

国
…
…
両
説
鴇
乎
」
で
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
の
作
者
も

や
は
り
劉
向
『
列
女
偉
』
に
お
け
る
詩
話
の
場
合
と
や
や
似
た
立
場
を

持
ち
、
独
創
的
な
判
断
で
詩
句
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
魯
詩

説
な
ど
に
牽
引
さ
れ
た
の
で
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
や
や
似
る

と
言
う
の
は
、
こ
の
作
者
の
詩
句
の
利
用
の
仕
方
は
、
劉
向
の
場
合
よ
り

も
原
詩
を
越
え
て
む
し
ろ
大
胆
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即

ち
、
既
に
述
べ
た
様
に
、
こ
の
伝
で
は
、
用
い
ら
れ
た
詩
は
詩
話
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
耕
女
が
己
の
気
転
で
『
詩
経
』
の
詩
句

空
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『
梗
列
女
侍
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

に
助
け
を
か
り
て
大
夫
の
邪
心
を
巧
み
に
か
わ
し
た
の
で
あ
る
。
本
来

の
詩
句
そ
の
も
の
に
託
さ
れ
た
説
話
は
直
接
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
詩
句
は
、
そ
れ
自
体
が
背
景
に
持
っ
て
い

た
物
語
性
を
抜
き
取
ら
れ
て
、
完
全
に
辣
女
の
意
を
暗
示
的
に
語
る
具

と
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
劉
向
の
場
合
の

詩
句
利
用
の
立
場
と
は
基
本
的
な
部
分
に
お
け
る
異
質
性
が
有
る
と
も

考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
詩
句
の
意
味
に
つ
い
て
、
『
楚
討
』
注
引
の
　
「
基
門

有
麻
、
有
鴇
翠
止
」
に
比
定
し
て
解
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
や
や
解
し
難

い
。
か
の
注
引
で
は
、
「
鴇
」
は
解
居
父
の
恥
知
ら
ず
を
批
判
す
る
人

を
意
味
す
る
様
に
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
か
の
用

い
方
に
拘
る
必
要
は
な
い
様
で
あ
る
。
前
に
「
国
人
知
之
、
知
而
不

己
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
人
目
が
あ
る
こ
と
を
く
り
返
す
内
容
と
は
見

な
く
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
耕
女
は
、
「
有
梅
」
を
己
に
、
「
有
鴇
」

を
欲
心
を
指
つ
解
居
甫
に
喩
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
が
「
夫
也
不

良
云
々
」
は
解
し
易
く
な
る
。
後
の
「
大
夫
日
云
々
」
と
の
関
わ
り
が

空

一
寸
気
が
か
り
で
は
あ
る
が
、
大
夫
解
居
甫
は
、
「
鴇
」
が
己
に
掛
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
集
り
来
る
鴇
な
ど
ど
こ
に
も
見
え

な
い
で
は
な
い
か
と
、
い
た
ず
ら
気
を
込
め
て
空
と
ぼ
け
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
更
に
こ
れ
を
う
ま
く
切
り
返
し
た
丼
女
の
答
え
が
利
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
歌
以
訊
止
、
訊
予
不
顧
」
に
つ
い
て
、
王
注
は
、
邦
敬
の
説
と
し

て
、
「
訊
」
は
「
辞
」
の
誤
り
で
あ
る
、
「
辞
」
の
音
は
「
砕
」
で
、

「
革
」
と
相
潟
す
る
、
「
静
」
は
「
普
」
の
意
で
あ
る
。
「
訊
」
に
作

れ
ば
音
義
と
も
に
誤
り
で
あ
る
、
『
毛
詩
』
も
誤
っ
て
い
る
、
『
楚

辞
』
注
が
「
翠
止
」
に
作
る
の
が
正
し
い
と
い
っ
て
い
る
。
梁
注
も
、

『
贋
亀
』
六
至
「
静
」
の
下
に
詩
を
引
い
て
「
静
止
」
に
作
る
の
が
正

し
い
、
今
『
毛
詩
』
が
「
止
」
を
「
之
」
　
に
作
る
の
も
誤
り
だ
と
す

る
。
欧
氏
「
校
謹
」
も
こ
れ
ら
を
是
認
し
、
「
許
」
を
「
訊
」
に
誤
る

の
は
、
「
卒
」
字
は
軍
書
で
は
「
争
」
に
作
り
、
「
凧
」
と
良
く
似
て

い
る
か
ら
だ
と
い
っ
て
い
る
。
尚
、
『
経
典
鐸
文
』
第
六
の
「
訊
之
」

に
、
「
本
文
作
許
、
音
信
、
：
：
普
也
、
韓
詩
訊
諌
也
」
と
あ
る
。
歓
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氏
は
『
詩
経
小
学
』
の
「
静
訊
義
別
、
許
多
翁
作
歌
」
を
提
げ
て
い

る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
諸
家
の
指
摘
は
も
っ
と
も
思
わ
れ
る
。

「
其
梅
則
有
」
と
「
磯
饉
」
に
つ
い
て
、
前
者
に
つ
い
て
、
顧
氏

「
致
謹
」
　
（
引
段
氏
説
）
と
梁
注
は
、
『
変
節
補
注
』
に
、
「
其
麻
則

是
」
に
作
る
と
い
う
が
、
今
『
楚
群
補
注
』
　
（
「
四
部
叢
刊
」
本
）
は

「
其
棋
則
是
」
に
作
る
。
「
梅
」
或
は
「
棋
」
が
こ
の
伝
の
も
と
の
字

で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
磯
饉
」
を
、
発
注

は
、
旧
本
で
は
「
飢
餓
」
に
作
る
が
『
楚
前
補
注
』
に
従
っ
て
改
め
た

と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
を
改
め
な
け
れ
ば
読
め
な
い
と
は
言
え
ぬ
し
、

「
補
注
」
引
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
。
こ
の
群
女

の
答
弁
の
鋭
さ
と
巧
み
さ
に
、
大
夫
は
誘
惑
を
断
念
す
る
。
先
述
の
如

く
耕
女
が
横
暴
の
心
を
持
つ
大
夫
に
喩
え
た
「
鴇
」
を
、
大
夫
は
、
彼

女
に
言
い
寄
る
他
の
　
（
こ
の
国
の
）
男
性
の
意
に
す
り
替
え
て
、
舞
女

の
口
を
封
じ
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
気
転
の
利
く
彼
女
は
、
大
夫

の
打
ち
込
む
刀
を
逆
に
己
に
奪
い
取
っ
て
、
初
め
の
己
の
意
図
を
変
じ

て
、
陳
国
の
男
た
ち
の
意
味
に
置
き
替
え
、
大
夫
等
を
含
め
て
、
戦
を

『
綬
列
女
侍
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

す
る
者
た
ち
が
引
き
起
こ
す
庶
民
の
不
幸
を
、
女
性
の
立
場
か
ら
鋭
く

批
判
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
解
し
て
こ
そ
「
大
夫
乃
服
而
釈
之
」

は
納
得
で
き
る
し
め
く
く
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
話
で
は
「
其
鶉
安
在
」
以
下
の
展
開
が
特
に
優
れ
て
い
る
。

『
楚
評
』
注
が
、
仮
に
こ
の
話
の
原
話
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
し
た

ら
、
比
較
し
て
、
こ
の
「
耕
女
」
の
話
の
仕
上
げ
は
、
そ
の
詩
句
の
用

い
方
に
お
い
て
、
特
に
秀
で
て
い
る
と
患
わ
れ
る
。
劉
向
『
列
女
侍
』

に
お
け
る
詩
句
へ
の
対
応
と
は
異
質
の
面
白
さ
が
う
か
が
え
る
。
余
裕

を
持
っ
て
詩
句
を
操
作
し
て
い
る
感
が
あ
り
、
劉
向
に
は
な
い
こ
の
作

者
の
文
学
的
才
能
が
発
揮
さ
れ
た
一
第
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
『
横
列
女
倖
』
に
は
、
漢
代
以
前
の
人
を
主
人
公
に
し
た
と
思
わ

れ
る
も
の
が
四
伝
あ
り
、
こ
の
中
で
も
こ
の
一
篇
の
で
き
ば
え
は
特
に

異
色
で
あ
り
興
味
深
い
と
言
っ
て
良
い
。

以
上
『
績
列
女
侮
』
の
性
格
に
つ
い
て
、
全
体
の
問
題
点
に
つ
い
て

略
説
し
た
後
に
、
「
周
郊
婦
人
」
　
「
陳
固
群
女
」
の
二
伝
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
を
検
討
し
。
典
拠
や
解
釈
上
の
問
題
点
を
整
理
し
っ
つ
、
劉

七
三

712



『
横
列
女
将
』
に
つ
い
て
　
（
下
見
）

向
『
列
女
倖
』
と
の
異
質
な
要
素
に
注
目
し
て
み
た
。
漠
代
以
前
の
主

人
公
を
扱
う
四
伝
の
内
、
「
義
政
之
姉
」
・
「
王
孫
氏
母
」
は
取
り
上
げ

る
に
紙
数
が
足
り
な
い
の
で
剖
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
二
伝
は

い
ず
れ
も
『
戦
国
策
』
或
は
『
史
記
』
を
典
拠
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
劉
向
『
列
女
侍
』
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
作
者
独
白
の

筆
運
び
や
独
創
的
な
主
人
公
づ
く
り
が
う
か
が
え
ず
、
原
典
と
患
わ
れ

る
も
の
か
ら
の
内
容
の
発
展
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
で

は
「
周
郊
婦
人
」
の
で
き
ば
え
に
や
や
近
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

ら
四
伝
の
内
で
は
「
隣
国
群
女
」
一
篇
の
み
は
、
劉
向
『
列
女
俸
』
の

持
た
ぬ
独
特
の
雰
囲
気
を
持
つ
話
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
前
述
の
如

く
で
あ
る
。
尚
、
山
崎
純
一
氏
『
梗
列
女
偉
』
校
異
語
試
稿
（
桜
美
林

大
、
中
国
文
学
論
叢
）
が
有
り
、
参
考
に
な
っ
た
。

注①
　
「
劉
向
『
列
女
侍
』
研
究
序
説
」
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
第
四
七
巻
樽
崎
号

一
・
一
九
八
七

⑧
　
た
だ
し
こ
の
と
こ
ろ
が
、
う
ま
く
歌
え
ば
お
ま
え
を
釈
し
て
や
ろ
う
と
解
さ

れ
て
、
こ
れ
に
女
性
を
か
ら
か
う
特
別
な
意
味
が
有
る
と
す
れ
ば
、
『
御
覧
』

引
の
注
も
そ
れ
な
り
の
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
広
島
大
学
）
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A Study of Xu-Lieh-nu-chuan (H^J&RI)

Shimomi Takao

Liu Hsiang (§Jfaj79 SBC) was a scholar towards the close of the Han dynasty.

Among a number of his characteristic writings is Lieh-nu-chuan (F^'J^cfSJ), whi-

ch is valued as the firstbiography of women in China. It is said that Xu-Lieh-

nu-chuan ([1^5'J^cfoJ) is not his work. In this paperj I will prove the truth of

it.

Wang Chong' s Xing Theory

-Xing, Ming, Qing and Qi

Teruko Yoshida

Wang Chong distinguished between xing and ming. Xing bears no relation to
ming. This thought is rationalism for distinguish from mysticism. And he also

distinguished between xing and qing. But xing and qing are made from ying qi and

yang qi,too. For man's body is made from ying qi and yang qi.The wu hsing gi
acts the mind. The yuan qi explain that all thing is one and the same. Wang Cho-

ng's xing theory has been carried out on the importance of study and rationalism.

A Study of The Wujfng Zhengyi SgiiEsS's Estimate
of The Weisyu $t§

Fumichika Noma

In this paper Iattempt to examine how each book of The Jiujing Syu A.SSft,
especially of The Wujing Zhengyi, estimtes The Weisyu as material for quota-

tion. Their estimates can be summarized as follows:

1. The Shangsyu Zhengyi f^UIES and The Chungiu Zhengyi ^I^IEIS do not

rate The Weisyu high.

2. The Liji Zhengyi ^LISIEfi, The Chouyi Zhengyi JoJUIEfS and all the other

books of The Jiujing Syu but The Maoshi Zhengyi 4iiNfIEti depend on TheWei-

syu.
3. The Maoshi Zhengyi's estimate of The Weisyu is generally high with some

exceptions.
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